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ふるさと納税（寄付）のご案内

「みたか」と「あなた」がつながる未来
…あなたの想いをカタチに変えて、三鷹市をさらに魅力あふれるまちに。
三鷹を愛するみなさんの応援を心よりお待ちしています。



「ふるさと納税」のお申込み方法

以下の方法からお選びください

ふるさと納税は税金の控除が受けられます！

ふるさと納税では、寄付金額から2,000円を差し引いた金額
が所得税、または住民税から控除されます。
(収入などにより一定の上限があります。)

控除の手続きは、確定申告による方法のほか、「ふるさと
納税ワンストップ特例制度」※3をご利用できる場合がありま
す。詳しくは、下記二次元コードまたはURLをご覧ください。

http://www.citydo.com/furusato/official/tokyo/mitaka/outline/onestopguide.html

※3 確定申告をする必要がない給与所得者であり、
１年間の寄付先が5自治体以内であることが必要です。

税額控除に関する
お問い合わせ先

市民税課(市役所本庁舎2階)
電話番号 0422-29-9194

ふるさと納税に対する返礼品があります！

市外にお住まいで3,000円以上寄付していただいた方には、三鷹市の魅力発信も
兼ねて返礼品をお送りします。返礼品の一覧はこちらから。

ふるさと納税全般のお問い合わせ先：企画経営課 電話番号0422-29-9031
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